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１　業務名
災害発生時における避難所のトイレ環境の確保に関する図上訓練企画・運営支援業務

２　目的
　災害発生時における避難所のトイレ環境の確保に向けて、県・市町・防災関係機関の事前対策や発災時の対応を図上訓練の実施を踏まえて整理し、被災者支援体制の強化を図る。

３　業務委託期間
　　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで

４　委託業務内容
(1) 行動計画表（素案）の作成
ア　以下の資料や令和６年能登半島地震等の過去の大規模地震災害発生時の事例や教訓等を参考に、県、市町、国、防災関係機関などが行う、避難所のトイレ環境の確保に関する業務を時系列に整理した行動計画表（素案）を作成する。
・広島県地域防災計画
・広島県業務継続計画
・広島県受援計画
・広島県災害対策運営要領
・災害対策本部各班行動マニュアル
・避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン（平成28年4月内閣府(防災担当)）
・市町村が作成する災害時のトイレ確保・管理計画
・その他、県から提供される資料等
　イ　行動計画表（素案）は、令和６年能登半島地震等の被災自治体に対するヒアリングや現地調査を2カ所程度（令和６年能登半島地震、平成28年熊本地震の被災自治体を想定）実施するとともに、被災時にトイレ関連の支援・対応に関わった業者（トイレ業界の関係者等）からの意見も積極的に聴取し、併せて実際の対応を通じて得られた教訓や課題も盛り込み、実態を多面的かつ具体的に把握した上で作成すること。

(2) 図上訓練企画・実施
(1)で作成した行動計画表（素案）を基に訓練を実施する。
ア　訓練実施計画書等の作成
訓練の概要、実施要領、訓練想定、シナリオなど、訓練の実施に必要となる資料を作成　する。
なお、訓練想定については、大規模地震の発生に伴い、県内市町の避難所において停電・断水が発生し、既設トイレが長期間にわたって使用不能となる見込みである場合を想定すること。詳細については、委託者と調整を行うこと。
イ　訓練事前説明会の実施
　　訓練参加者を対象とした事前説明会を１回開催する。
資料作成を含む準備及び当日の運営を行う。
　ウ　訓練当日の進行管理
訓練実施計画書等に基づき、コントローラーを配置して状況付与を行うとともに、訓練全体の進行を管理する。
エ　実施体制
訓練当日は進行役と補助員の２名を見込んでいる。
オ　訓練の評価・振返り
訓練後の講評及び振返りを行う。
カ　アンケートの実施
訓練参加者にアンケートを実施し、取りまとめを行う。
　　　キ　課題の整理
訓練を踏まえた課題の整理を行う。

(3) 業務実施に係る打合せ
(1)及び(2)の業務の遂行に当たり、委託者と５回程度の打合せを行う。
なお、打合せは原則オンラインとし、必要に応じて広島県庁での打合せを行う。
業務打合せの記録は受託者が行い、３営業日以内に委託者へ提出し、確認を受ける。

５　業務場所（訓練会場）
広島県庁（広島県広島市中区基町10－52）

６　訓練実施日及び内容（予定）
　　令和８年11月（詳細は委託者と調整する）

７　訓練形式
　　図上訓練（参加者によるワークショップ形式による演習）

８　訓練参加者
　　県災害対策本部事務局職員、県災害対策本部実施部職員、県内市町、防災関係機関など、30名程度

９　成果品
行動計画表（素案）や図上訓練企画・実施における資料一式を取りまとめた「災害発生時における避難所のトイレ環境の確保に関する図上訓練企画・運営支援業務実施報告書」を成果品として作成の上，電子データで提出する。
なお，実施報告書には、訓練実施の様子を撮影した写真や動画を含めること。詳細については委託者と協議し作成すること。

10　その他
(1) 受託者は、本業務を円滑に実施するため発注者と密接な連絡を取り、本業務の実施にあたり不明な点や疑義が生じた場合には、速やかに発注者と打合せを行う。
(2) 受託者は、委託契約の全部を一括して第三者に再委託することはできない。
(3) 受託者は、業務実施中に生ずる全ての成果品を、発注者の許可なく他に公表及び貸与してはならず、また、この業務の遂行上知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。
(4) 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合には、その都度、発注者と協議の上、決定する。

